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衆
議
院
議
員
原
陽
子
君
提
出
米
軍
基
地
に
関
す
る
「
日
本
環
境
管
理
基
準
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
日
本
環
境
管
理
基
準
」
（
以
下
「
Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
は
、
我
が
国
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍

隊
（
以
下
「
合
衆
国
軍
隊
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
平
成
七
年
一
月
に
作
成
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
平
成
十
二
年
九
月
の
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
に
お
い
て
策
定
さ
れ
た
「
環
境
原
則
に
関
す
る
共
同
発
表
」

に
お
い
て
、
Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
を
見
直
し
、
二
年
ご
と
に
更
新
す
る
た
め
の
協
力
を
強
化
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
政

府
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
（
以
下
「
合
衆
国
政
府
」
と
い
う
。
）
（
以
下
「
日
米
両
政
府
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
平

成
十
三
年
八
月
に
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域

並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
に
基

づ
く
合
同
委
員
会
の
下
に
あ
る
環
境
分
科
委
員
会
（
以
下
「
環
境
分
科
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
環
境
管
理
基
準
作
業
部
会

（
以
下
「
Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
作
業
部
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
作
業
部
会
に
お
い
て
Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
の
更
新
の
た
め
の
協

力
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
行
の
Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
は
、
平
成
十
四
年
六
月
に
更
新
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
の
次
の
具
体
的
な
更
新
の
時
期
は
合
衆
国
軍
隊
が
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し
て

一



は
、
今
後
と
も
Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
作
業
部
会
等
を
通
じ
て
Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
の
更
新
の
た
め
の
合
衆
国
政
府
と
の
協
力
を
強
化
し
て
ま
い
り

た
い
。

三
、
四
及
び
六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
神
奈
川
県
基
地
関
係
県
市
連
絡
協
議
会
の
「
平
成
十
四
年
度
基
地
問
題
に
関
す
る
要
望
」
に
つ
い
て
は
、
平
成

十
三
年
七
月
十
三
日
に
同
協
議
会
か
ら
同
要
望
を
受
け
取
っ
た
環
境
省
環
境
管
理
局
総
務
課
職
員
が
、
同
日
、
環
境
分
科
委

員
会
の
日
本
側
議
長
を
務
め
る
環
境
省
環
境
管
理
局
総
務
課
長
に
届
け
て
い
る
。

ま
た
、
同
職
員
は
、
同
協
議
会
か
ら
要
望
を
受
け
た
際
、
Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
は
合
衆
国
軍
隊
が
作
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
訳

文
は
作
成
さ
れ
て
い
な
い
旨
説
明
し
て
い
る
。

な
お
、
Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
は
合
衆
国
軍
隊
が
作
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
訳
文
及
び
解
説
書
を
作
成
し
、
公
表

す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
第
一
義
的
に
は
合
衆
国
軍
隊
が
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

五
に
つ
い
て

環
境
分
科
委
員
会
の
議
事
録
は
日
米
両
政
府
の
合
意
な
し
に
は
公
表
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
環
境
分
科
委
員
会
に

お
い
て
ど
の
よ
う
な
事
項
が
議
題
と
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
合
衆
国
政
府
と
の
信
頼
関

二



係
が
損
な
わ
れ
る
等
の
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

七
及
び
十
四
に
つ
い
て

Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
に
は
、
我
が
国
の
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
を
踏
ま
え
ボ
イ
ラ
ー
、
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電
機
、
廃
棄
物
焼
却
炉
等
の
施
設
に
つ
い
て
ば
い
煙
に
係
る
排
出
基
準
が
、
ま
た
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
を
踏
ま
え
廃
棄
物
焼
却
炉
に
つ
い
て
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る
大
気
排
出
基
準
が
設
定

さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
合
衆
国
軍
隊
の
海
外
の
施
設
に
お
け
る
環
境
管
理
に
関
す
る
合
衆
国
国
防
総
省
指
令
四
七
一
五
・
五
及

び
合
衆
国
国
防
総
省
指
針
四
七
一
五
・
五
‐
Ｇ
（
以
下
「
環
境
管
理
指
令
等
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
ボ
イ
ラ
ー
、
廃
棄

物
焼
却
炉
及
び
有
機
塩
素
系
溶
剤
を
用
い
る
洗
浄
装
置
に
つ
い
て
大
気
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
た
設
計
基
準
等
が
設
定
さ
れ

て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

八
か
ら
十
ま
で
に
つ
い
て

Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
に
は
、
騒
音
、
振
動
及
び
悪
臭
に
係
る
基
準
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
合

衆
国
軍
隊
に
よ
り
発
生
し
た
騒
音
、
振
動
又
は
悪
臭
が
合
衆
国
軍
隊
の
施
設
及
び
区
域
以
外
の
地
域
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合

に
は
、
必
要
に
応
じ
環
境
分
科
委
員
会
等
の
枠
組
み
を
通
じ
て
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。

三



十
一
に
つ
い
て

Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
に
は
、
我
が
国
の
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
及
び
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
七
十
九
号
）
を
踏
ま
え
、
生
活
排
水
及
び
工
程
排
水
の
公
共
用
水
域
へ
の
排
出
並
び
に
こ
れ
ら
の
下
水
道
へ
の
排

出
に
係
る
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
環
境
管
理
指
令
等
に
基
づ
き
、
雨
水
排
水
が
汚
染
さ
れ
る
の
を
防
止
す
る
た
め

の
施
設
等
の
管
理
に
係
る
基
準
等
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

十
二
に
つ
い
て

Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
に
は
、
環
境
管
理
指
令
等
に
基
づ
き
、
鉛
及
び
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
に
よ
る
土
壌
汚
染
に
係
る
基
準
が
設
定

さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
な
お
、
平
成
十
四
年
五
月
に
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
が
公

布
さ
れ
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
今
後
、
Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
作
業
部
会
等
を
通
じ
て
、
同
法
に
お
け
る
基
準
が
Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
に
適
切

に
反
映
さ
れ
る
よ
う
、
合
衆
国
軍
隊
に
働
き
掛
け
て
ま
い
り
た
い
。

十
三
に
つ
い
て

Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
に
は
、
環
境
管
理
指
令
等
に
基
づ
き
、
飲
料
水
に
影
響
を
与
え
る
物
質
の
地
下
注
入
及
び
地
下
タ
ン
ク
か
ら
の

漏
出
検
出
に
係
る
基
準
等
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

四



十
五
に
つ
い
て

Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
に
は
、
我
が
国
の
法
令
及
び
環
境
管
理
指
令
等
を
踏
ま
え
、
オ
ゾ
ン
層
破
壊
物
質
の
排
出
抑
制
に
係
る
基
準
、

飲
料
水
の
水
質
基
準
、
有
害
物
質
の
管
理
に
係
る
基
準
、
廃
棄
物
の
管
理
に
係
る
基
準
、
石
油
類
の
管
理
に
係
る
基
準
、
絶

滅
の
危
機
に
あ
る
種
の
管
理
に
係
る
基
準
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
管
理
に
係
る
基
準
、
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
管
理
に
係

る
基
準
等
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

五


